
障がい者のトータルライフパートナー

障がい者福祉サービス　生活訓練・生活介護

株式会社 ゆり庵株式会社 ゆり庵
ゆり庵デイライフサポートゆり庵デイライフサポート

お問合せ：ゆり庵デイライフサポート ℡0940-72-4904　（担当：木塚、白藤）お問合せ：ゆり庵デイライフサポート ℡0940-72-4904　（担当：木塚、白藤）

・自宅までの送迎あり！
・自宅への訪問訓練もしています。
・外出や通院同行も柔軟に対応！

・自宅までの送迎あり！
・自宅への訪問訓練もしています。
・外出や通院同行も柔軟に対応！

日中の居場所として、余暇活動や作業などの個別のプログ

ラムを充実させていますので、お気軽にお問い合わせ

ください！

日中の居場所として、余暇活動や作業などの個別のプログ

ラムを充実させていますので、お気軽にお問い合わせ

ください！

好評
発売中！
好評
発売中！

広告主を募集広告主を募集広告主を募集広告主を募集 広報紙とホームページ
　市では、平成18年10月から市の広報紙とホームページに有料広告を掲載してい
ます。あなたも広告を出してみませんか。

◎広告の規格と掲載料（このほかにも 1/3 ページ、1/2 ページ、１ページの規格があります）
規格

１号
  広告

縦  5.9㎝
横  12㎝

1枠当たり
20,000円 白黒1色

白黒1色1枠当たり
36,000円

縦  5.9㎝
横  24㎝

２号
  広告

広告の大きさ 料金（1枠1号につき） 色数

規　格 料金（1枠1カ月につき）

※1年間に12号以上掲載を希望する場合は10％、6号以上掲載
を希望する場合は5％を掲載料から割り引き

◎締め切りは掲載希望号の2カ月前

　市では今後、印刷物などにも
有料広告を掲載し、歳入の確保
に努めていく予定です。皆さま
のご理解と協力をお願いしま
す。

天地　縦　　50ピクセル
左右　横　 160ピクセル
データ容量　20キロバイト以内
形式　Jpeg、Gif形式のいずれかで

ALT属性テキストデータ、全角
20文字以下

トップページ
15,000円

広 

報 

紙

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ ■問い合わせ先

　秘書政策課広報報道担当　☎（36）1055

８ページ　左

（9） 平成29年1月15日 No.332むなかたタウンプレス No.332 むなかたタウンプレス 平成29年1月15日 （8）

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

ン
タ
ー
か
香
椎
税
務
署

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い

●
確
定
申
告
を
す
る

と
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
た
税
金
が
戻

る
人

●
確
定
申
告
で
寄
附

金
控
除
や
雑
損
控

除
な
ど
の
控
除
を

受
け
る
人

●
昨
年
の
中
途
で
会

社
を
退
職
し
再
就

職
し
な
か
っ
た
た

め
、
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
人

●
株
式
な
ど
の
配
当

収
入
が
あ
っ
た
人

＊
た
だ
し
、事
業
所
得（
営

業
所
得
、
農
業
所
得
）、

不
動
産
所
得
、
資
産
の

譲
渡
に
よ
る
所
得
な
ど

が
あ
っ
た
人
は
、「
還

付
申
告
セ
ン
タ
ー
」
で

は
申
告
で
き
ま
せ
ん

平成28年分以降の確定申告書などの提出の時には、

マイナンバーの記載 ＋ 本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。

◦マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です
◦自宅などから e-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出が不要です

（＊１）法定調書の作成などを行う事業者に対してマイナンバーを提供する必要がある場合、写真表示のない身元確認書類の提示か写しの提出時には２種類以上必要です

番 号 確 認 書 類

＋

身 元 確 認 書 類
《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》
◦通知カード　◦住民票の写しか住民票記載事項証明書
　　　　　　　　　（マイナンバーの記載があるものに限ります）

などの内いずれか１つ

《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》
◦運転免許証　◦公的医療保険の被保険者証
◦パスポート　◦身体障害者手帳　◦在留カード

などの内いずれか１つ（＊１）

本
人
確
認
書
類

◆マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている人は

◆マイナンバーカードを持っていない人は

■問い合わせ先
　香椎税務署　☎092（661）1031

＊音声ガイダンスが流れます　＊申告に必要な物などの詳細は、国税庁ＨＰ http://www.nta.go.jp/で確認を
＊申告会場で申告書を完成させる人は、事前に用紙を入手しておく必要はありません

お知らせ お知らせ

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

市
県
民
税
申
告
の
お
知
ら
せ

申告会場 日　程 時　間

自由ヶ丘コミセン ２月１日（水） 9：00～11:30

吉武コミセン ２月２日（木） 9：00～11:30

南郷コミセン ２月３日（金） 9：00～11:30

赤間西コミセン ２月６日（月） 9：00～11:30

大島漁協
２階・会議室

２月７日（火）
10：30～12:00
13：00～15：00

赤間コミセン ２月９日（木） 9：00～11:30

玄海コミセン ２月10日（金） 9：00～11:30

市役所北館
１階・103会議室

２月16日（木）

～

３月15日（水）
＊土・日曜日を除く

9:00～15:00
＊11:30～13:30は受付税理士ら
が交代で昼休憩を取りますの
で、待ち時間が長くなります

申告会場 日　程 時間 備　考

①
香椎税務署

☎092（661）1031

２月16日(木)～　
３月15日（水）　　

＊土・日曜日を除く。
　ただし、２月19日（日）、
同26日（日）は開設

9:00

～

16：00

駐車場は利用できません。
公共交通機関の利用を

②
還付申告センター

（イオンモール福津
２階イオンホール）

２月３日（金）～
　同　10日（金）　
＊土・日曜日を除く

9:30

～

15:00

受付人数は、
１日先着300人
＊受付終了時間が早まる場合
　があります。
＊詳細は９ページを参照

③
税務署出張申告
相談会

（北館１階・
103会議室）

２月27日（月）～
３月１日(水)　

9:00

～

15：00

▽営業所得、農業所得、不
動産所得、雑損控除の申
告の相談ができます

＊受付人数は１日先着120人

④
自主作成コーナー・
臨時申告相談会

（ 北館１階
103会議室）

２月16日（木）～
　同　24日（金）　
３月２日（木）～
　同　15日（水）　
＊土・日曜日を除く

9:00

～

15:00

営業所得、農業所得、不動
産所得、雑損控除、譲渡所
得（土地、建物、株式など）、
先物取引、住宅借入金等特
別控除は、臨時申告相談会
で申告の相談はできません

医
療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金
の
特
別
控
除
を

受
け
る
人
は
「
還
付
申
告
セ
ン
タ
ー
」
で
も

確
定
申
告
で
き
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹尾緑地入口

上西郷

若木台

●
福間東中

●
福間南小

福津市役所
福間庁舎

●

福間

至北九州

至福岡

イオンモール
福津

３

●
所
得
税
の
確
定
申
告
期
限
は

３
月
15
日
（
水
）
ま
で

●
復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
も

れ
に
ご
注
意
を
！
　

＊
確
定
申
告
書
の
送
付
に
つ
い

て
は
、
香
椎
税
務
署
へ
問
い

合
わ
せ
を

申
告
用
紙
の
入
手
場
所

●
香
椎
税
務
署
　

●
市
役
所

▽
税
務
課
＝
本
館
１
階
11
番
窓

口
／
１
月
25
日
（
水
）
～
２

月
15
日
（
水
）

▽
北
館
１
階
・
１
０
３
会
議
室

／
２
月
16
日
（
木
）
～
３
月

15
日
（
水
）

●
国
税
庁
ＨＰhttp://w

w
w
.

nta.go.jp/

●
各
コ
ミ
セ
ン
／
１
月
25
日

（
水
）
～

＊
枚
数
に
限
り
あ
り

ふ
る
さ
と
納
税

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
の

無
効
に
注
意

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
は
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

①
確
定
申
告
を
し
た
場
合

②
市
県
民
税
の
申
告
を
し
た
場

合

③
寄
附
先
が
５
自
治
体
を
超
え

た
場
合

④
住
所
な
ど
の
変
更
後
に
変
更

届
出
書
を
提
出
し
て
い
な
い

場
合

■
問
い
合
わ
せ
先
　

▽
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
に
つ

い
て
（
ふ
る
さ
と
納
税
を
除

く
）
＝
香
椎
税
務
署

☎
０
９
２
（
６
６
１
）
１
０

３
１

▽
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
＝

税
務
課
市
民
税
係

☎
（
36
）
７
３
５
０

●
市
県
民
税
の
申
告
は
３
月
15

日
（
水
）
ま
で

●
各
コ
ミ
セ
ン
で
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
の
受
付
は
実
施

し
て
い
ま
せ
ん

●
申
告
会
場
　
下
表
参
照

申
告
用
紙
の
入
手
場
所

●
市
役
所

▽
窓
口
（
本
館
１
階
11
番
窓

口
）
＝
市
民
税
係
／
１
月
25

日
（
水
）
～
２
月
15
日
（
水
）

▽
北
館
１
階
・
１
０
３
会
議
室

＝
２
月
16
日
（
木
）
～
３
月

15
日
（
水
）

●
各
コ
ミ
セ
ン
／
１
月
25
日

（
水
）
～

●
大
島
行
政
セ
ン
タ
ー
／
１
月

25
日
（
水
）
～

＊
各
コ
ミ
セ
ン
、
同
セ
ン
タ
ー

は
枚
数
に
限
り
あ
り

＊
前
年
に
市
県
民
税
申
告
を
し

た
人
に
は
、１
月
23
日
（
月
）

以
降
に
市
か
ら
市
県
民
税
申

告
用
紙
を
送
付

郵
送
で
も
申
告
で
き
ま
す

　
市
県
民
税
申
告
書
を
自
分
で

作
成
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、

〒
８
１
１
・
３
４
９
２
／
住
所

不
要
／
税
務
課
市
民
税
係
あ
て

＊
「
大
島
ふ
れ
愛
セ
ン
タ
ー
」

に
は
申
告
会
場
を
設
け
ま
せ

ん
（
耐
震
化
工
事
の
た
め
）、

代
替
会
場
は
表
記
載

＊
駐
車
場
は
混
雑
し
ま
す
。
公

共
交
通
機
関
の
利
用
を

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
市
民
税
係

　
☎
（
36
）
７
３
５
０

●
会
場
　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
福
津

　
２
階
・
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
（
左
地
図
参
照
）

●
期
間
　
２
月
３
日
（
金
）
～
同
10
日
（
金
）

＊
土
、
日
曜
日
を
除
く

●
時
間
　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

＊
受
付
終
了
時
間
は
早
ま
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
（
人
数
制
限
あ
り
、
１
日
３
０
０
人
）

＊
会
場
へ
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
は
受
付
不
可
。

　

問
い
合
わ
せ
は
香
椎
税
務
署
へ

■
問
い
合
わ
せ
先

香
椎
税
務
署
　
☎
０
９
２
（
６
６
１
）
１
０
３
１

●
医
療
費
控
除
を

　
　
　
　
受
け
る
人

　
昨
年
中
に
支
払
っ
た
医

療
費
の
正
味
負
担
額
（
＊

１
）
が
、
10
万
円
か
所
得

還
付
申
告
セ
ン
タ
ー
で

確
定
申
告
が
で
き
る
人

発
行
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
高
額
療
養

費
と
し
て
戻
っ
た
金
額
は
医

療
費
控
除
の
対
象
に
な
ら
な

い
た
め
、
高
額
療
養
費
を
差

し
引
い
た
金
額
で
申
告
の
や

り
直
し
（
修
正
申
告
）
が
必

要
で
す
。

高
額
療
養
費
申
請
の

お
知
ら
せ
を
通
知

　
高
額
療
養
費
は
、
該
当
す

る
月
ご
と
に
申
請
が
必
要
で

す
。

　
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

の
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る

未
申
請
者
に
「
高
額
療
養
費

支
給
申
請
の
お
し
ら
せ
」
を

診
療
月
の
３
カ
月
後
に
通
知

し
て
い
ま
す
（
支
給
予
定
額

３
０
０
０
円
以
上
の
世
帯
が

対
象
）。

　
前
年
の
11
月
受
診
分
は
２

月
下
旬
に
、
12
月
受
診
分
は

３
月
の
下
旬
に
通
知
す
る
た

め
、
確
定
申
告
の
手
続
き
後

に
通
知
が
届
く
こ
と
に
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
医
療
費
控
除

を
申
請
す
る
場
合
は
、
支

払
っ
た
医
療
費
が
１
カ
月
の

限
度
額
を
超
え
て
い
な
い
か

を
事
前
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
世
帯
の
限
度
額
は
、

市
ＨＰhttp://w

w
w
.city.

m
unakata.lg.jp/

→
「
健

領
収
書
を
提
出
し

て
し
ま
う
前
に
！

　
高
額
療
養
費
の
申
請
に

は
、
医
療
機
関
の
領
収
書
原

本
か
支
払
証
明
書
が
必
要
で

す
。

　
例
年
、
確
定
申
告
時
に
医

療
費
控
除
の
資
料
と
し
て
領

収
書
を
提
出
し
て
し
ま
い
、

高
額
療
養
費
の
申
請
が
で
き

な
く
な
る
場
合
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
領
収

書
を
税
務
署
か
ら
返
却
し
て

も
ら
う
か
、
医
療
機
関
で
支

払
証
明
書
（
通
常
有
料
）
を

康
・
保
険
・
福
祉
・
子
育

て
」
→
「
年
金
・
医
療
・
介

護
」
→
「
国
民
健
康
保
険
」

→
「
医
療
費
が
高
額
に
な
っ

た
と
き
」
→
「
高
額
療
養
費

制
度
の
し
く
み
」
で
確
認
で

き
ま
す
。

＊
通
知
が
届
い
た
ら
、
速
や

か
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
高
額
療
養
費
の
申
請

期
間
は
、
医
療
機
関
で
受

診
し
て
か
ら
２
年
以
内
で

す高
額
療
養
費
の

支
給
申
請
に

必
要
な
も
の

●
医
療
機
関
の
領
収
書
原
本

か
支
払
証
明
書
（
診
療
月

分
）

●
振
込
先
の
口
座
情
報

●
国
民
健
康
保
険
証

●
印
鑑
（
認
印
）

＊
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
か

個
人
番
号
カ
ー
ド
が
必
要

で
す

＊
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
保
険
者
へ
問
い
合
わ
せ

を
■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

�

☎
（
36
）
１
３
６
３

確
定
申
告
前
に

高
額
療
養
費
の
手
続
き
を

確定申告 領収書返還請求

修正申告 高額療養費申請

の
５
％
を
超
え
る
場
合

は
、
医
療
費
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医

療
費
の
領
収
書
、
介
護
保

険
の
利
用
領
収
書（
＊
２
）

が
必
要
で
す
。

（
＊
１
）１
年
間
に
支
払
っ

た
医
療
費
総
額
か
ら
、

保
険
や
給
付
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
る
額
を
差

し
引
い
た
金
額

（
＊
２
）
健
康
保
険
組
合

や
市
町
村
が
発
行
す
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

で
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん

＊
必
ず
事
前
に
領
収
書
の

合
計
を
計
算
し
て
来
て

く
だ
さ
い

●
住
宅
借
入
金
等

　
特
別
控
除
を

　
　
　
　
　
受
け
る
人

　
次
の
①
②
の
場
合
で
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

①
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん

で
、
自
宅
を
新
築
か
購

入（
中
古
住
宅
を
含
む
）

し
て
、
昨
年
中
に
住
み

始
め
た
場
合

②
増
改
築
ロ
ー
ン
を
組
ん

で
、
本
人
所
有
の
自
宅

に
増
築
か
改
築
な
ど
し

て
、
昨
年
中
に
そ
の
部

分
に
住
み
始
め
た
場
合

＊
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
申
告
は
、
宗
像
市

役
所
で
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
。
還
付
申
告
セ

【申告会場の地図】

＊高額医療費を申請する前に確定申告をしてしまうと…

国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」
を利用するとこんなに便利！

自宅でできる！ 自動計算機能！

いつでも利用可能！

作成コーナーの操作方法などに関するご質問

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
0570（01

e

）5
こ く ぜ い

901（全国一律市内通話料金）

▼月〜金曜日　9：00〜17：00（祝日を除く）
　受付時間は、時期により延長する場合があります。お問合せに当たっては、最新の情
報を e-Tax ホームページでご確認ください。上記のナビダイヤルがご利用できない場合

などは、☎03-5638-5171を利用してください。間違い電話が多くなっております
ので、くれぐれもお間違えないようにご注意願います。

e-Taxを利用する場合のマイナンバーカードの取得や
ＩＣカードリーダライタの設定などに関する質問

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0

マ イ ナ ン バ ー

178

▼月〜金曜日　9：30〜20：00　 ▼土・日曜日、祝日　9：30〜17：30
　受付時間は、変更される場合があります。内閣官房のホームページで確認してください。

www/nta.go.jp 作成コーナー  検索

印刷して
税務署に郵送！

e-Tax（国税電子申請・
納税システム）

で送信！

マイナンバー
カードと
ＩＣカード

リーダライタを
持つ人は…

給与・年金収入を申告する人へ
　給与・年金収入の申告書作成は③の期間中、自主作成コーナー
（１日先着120人）に限定。


